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  ご存知のとおり、10 月 1 日よりたばこが値上げされました。この値上げは、たばこ税の増税に

よるものですが、愛煙家の方々には厳しい増税ではないかと思います。 
  また、一方、昨年にはエコポイント制度が創設され、話題となりました。 
  今回は、昨年来話題となっています、これらエコポイント及びたばこ税について解説いたします。

  

 ［１］ エコポイント 

１．エコポイントとは 

昨年より、地球温暖化対策の推進、経済の活性化を目的としてエコポイント制度が施行されて

います。 

エコポイントには下記の２種類があります。 

 （１）「住宅エコポイント」…エコ住宅の新築またはエコリフォーム 

 （２）「家電エコポイント」…省エネ性の高いテレビ、エアコン、冷蔵庫の購入 

それぞれ、新築・リフォームした場合又は購入した場合にポイントが付与され、そのポイントを

商品券や地域特産品などに交換することができます。住宅エコポイントの場合には、追加で実施

する工事費用に充当することも可能です。 

先月行われた閣議決定により制度が延長され、住宅エコポイントについては平成 23 年 12 月 31

日までに着工したもの、家電エコポイントについては平成 23 年 3 月 31 日までに購入したものに

対してポイントが交付されます。 

 

２．税務上の取り扱い 

エコポイントが交付された時点では、経済的利益の供与を受けていないことから課税関係は一切

発生しません。ポイントを交換した場合にそれぞれ下記の取扱いとなります。 

（１）所得税 

個人がポイントを交換した場合には、一時所得に該当します。 

したがって、他の一時所得と合計して 50 万円を超える場合には、課税所得が発生します。

（２）法人税 

法人がポイントを交換した場合には、雑収入として収益計上する必要があります。 

そして、金券や商品に交換した場合にはその使用時にその金額が費用に計上されます。 

ただし、住宅エコポイントを追加の工事費用に充当した場合は、工事代金の値引きには

該当せず、その工事代金全額をもって資産に計上します。 

また、エコカー補助金と違い、補助金ではなくポイントを取得することから、税務上も

補助金に該当しないため圧縮記帳の対象にもなりません。 

 

 



 

（３）消費税 

交付を受けるポイント相当額は不課税収入になります。 

交付を受けたポイントを商品と交換した場合や工事費に充当した場合には、課税仕入に

該当します。 

 

［２］たばこ税 

１．たばこ税について 

そもそも、たばこ税とは「たばこ税法」に基づき製造たばこに課せられる税金を言います。 

この「たばこ税法」自体は 20 年ほど前に創設されたものですが、歴史をたどると 1898 年に日清

戦争後の財政収入を得るために、たばこに対する課税が始まりました。その後、今日まで国の重要

な収入源となっています。 

たばこ税の内訳は、国たばこ税・地方たばこ税・たばこ特別税の 3種類です。 

たばこ税は「一般財源」として納められていることから、使い道は国・地方により様々ですが、

たばこ特別税は旧国鉄等の負債を返済するために創設されたものであり、現在でも主に旧国鉄等の

借金返済に充てられています。 

 

２．今回の増税 

たばこ特別税の創設を含め平成 10 年・平成 15 年・平成 18 年と、この十年あまりで 3 度の増税

がされましたが、今回の増税は、前 3回に比べ大幅な増税となっています。これは政府の「国民の

健康の観点から、たばこの消費を抑制するため」という方針によるものです。 

1 本あたり 3.5 円の増税となっており、内訳は国たばこ税と地方たばこ税がそれぞれ 1.75 円

ずつの増税となっています。 

この増税により、1 本あたりのたばこ税負担割合は約 61%となり、消費税も含めるとたばこ 1 本

に 66%もの税金が含まれていることになります。他の高負担税物品と比較しても、消費税込みの

税負担率で、ビールが 1 缶あたり約 43%、ウイスキー1 瓶あたり約 25%と、たばこ 1 本に含まれる

税率は高いことがわかります。 

 

３．今後の動向 

諸外国に比べて日本のたばこの値段は安いことから、今後たばこの値段を 1箱 1,000 円まで引上

げるべきとの意見もあります。 

厚生労働省は、1箱 1,000 円にした場合、最大 5兆 9000 億の増収が見込めると発表しています。

 

 

ご不明なこと等がございましたら、お気軽に弊事務所の担当者までご連絡くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

 
 


